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 災害福祉支援センター機能や体制整備の進め方を検討 
～ 令和８年度 災害福祉支援センター情報共有会議 

全社協 全国災害福祉支援センターは、6月 3日、4日に令和 8年度災害福祉支援

センター情報共有会議を全社協 灘尾ホールで開催しました。 

本会議は、本会の提唱する「災害福祉支援センター」を設置している県同士の運営

課題の共有等を通じて、各都道府県社協における災害福祉支援活動の向上および

センター設置促進に資するために開催しています。 

当初、対面開催を予定していましたが、台風 6 号の発生に伴い、6 月 3 日に西日本

から東日本にかけて大雨・強風が観測されたことから、急遽オンライン配信も含め実施

しました。 

初日：各センターの状況を報告、意見交換 

冒頭、台風6号の影響を受けている各県社協から被害状況や先遣の状況等が報告

されました。 

会議の前半では、18 の災害福祉支援センター設置県と 2 県の準備室から、各セン

ターの特徴や課題が報告され、「災害ケースマネジメント」や「災害中間支援組織への

対応」等の課題が挙げられました。また、「普段やっていない活動は、災害時には絶対

にできない」、「平時の地域福祉活動の延長線上に災害支援があることを、研修や丁

寧な対話を通じて浸透させることが大事」との指摘・意見が挙げられました。 

会議の後半では、全社協（災害福祉支援ネットワーク中央センター）から事前に質

問の多かった現在開発中のDWATシステムの詳細と全国の研修体系の説明を行いま

した。また、各県が抱える共通の課題（災害中間支援組織の設置、災害ケースマネジ

メントの捉え方等）について議論が行われました。 

第 2 日：2 つのシンポジウムを開催 

全国災害福祉支援センターより、社協の災害対応は「平時の地域福祉実践の延長」

であること、被災地の社協とともに、市区町村、都道府県、全国の「オール社協」で一

丸となって取り組む重要性を説明しました。また、直近の動向として、改正社会福祉法

案（地域福祉計画等における記載事項への「防災」の追加、DWAT／災害派遣福祉

チームの法制化等）について共有しました。 

続いて、2 つのテーマでシンポジウムが行われ、各社協による取り組み状況が報告

されました。 

事業ピックアップ 
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シンポジウム①「社協が行う災害福祉支援とは～大分市佐賀関火災から振り返る～」 

登壇者・所属：大分市社協（松村 匡貢 氏、中村 歩 氏）、大分県社協（森 美菜子 氏） 

突発的な大規模火災に対し、大分市社協が早々に「生活支援」を軸とした体制を組み、

避難所内に相談窓口を設置して DWAT と連携したこと、被災者の所在や安否確認を迅速に

行い、地域のつながりを活かしたコミュニティマネジメントを展開した旨の報告がありました。 

大分県社協からは、被災社協が支援内容の検討に追われないよう、他市町社協からの

応援派遣のロードマップやスケジュール調整等の後方支援を一手に担い、隣に寄り添う伴

走型支援を実践した等の報告がありました。 

報告された迅速できめ細かい災害支援は、大分市社協と住民組織、大分県社協と大分

市社協の平時からの密接な関係によるところが大きく、平時の関係づくりの重要性があらた

めて認識される報告でした。 

 

シンポジウム②「都道府県災害福祉支援センターへの歩みと展望」 

登壇者・所属：山梨県社協（根津 圭太 氏）、石川県社協（村田 明日香 氏）、 

鳥取県社協（白鳥 孝太 氏） 

根津氏からは、直近の災害経験がないため山梨県民や職員の防災意識の向上が課題と

なるなか、「地域づくり」に災害対応の視点をアクセントとして取り入れた意識啓発に奮闘し

ていること、他県へ自ら働きかけ、一都三県合同の DWAT 研修を実現するなど能動的に

ネットワークを構築している等の実践が報告されました。 

村田氏からは、能登半島地震後、全県 19 市町における「地域支えあいセンター」の取り

組みから、発災時の「全体方針の共有不足」や「派遣頻度のばらつきによる若手の不安」な

どの課題を抽出し、マニュアル化を進めている等の実践報告がありました。 

白鳥氏からは、DWAT の研修や災害ケースマネジメントの普及、住民や子ども向けの「防

災福祉教育」など多岐にわたる事業を展開していること、とくに防災福祉教育では、AR アプ

リ等のデジタル技術や体験型ワークショップを導入し、主体的判断力と「助け合いの声か

け」ができる人材育成に注力している等の実践が報告されました。 

シンポジウムの最後にはコーディネーターの渡邉 麻由 氏（全国災害福祉支援

センター）より、白鳥氏からも発言があったように、災害が比較的少ない山梨県、能登

半島地震を経験した石川県、2021 年にいち早く災害福祉支援センターを設置してい

る鳥取県と、それぞれ地域性や実情は異なること、それぞれの地域に合った独自のや

り方を見つけていけばよいとしたうえで、だからこそ「お互いのスタイルを参考にしたり、

勉強し合ったりしていくことが大切」との締めくくりがありました。 

 

【総務部 全国災害福祉支援センター TEL.03-3581-4657】  
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 全国の市区町村社協の活動状況等をとりまとめ 
～ 「社会福祉協議会活動実態調査」等 結果報告 

全社協では、市区町村社会福祉協議会（以下、社協）の組織体制や、事業・活動等

基本的な事項を把握することを目的に、3 年ごとに「社会福祉協議会活動実態調査」

を実施しています。今般、2024（令和 6）年度調査の結果をとりまとめました。  

また、年ごとに実施する市区町村社協職員に関する「社会福祉協議会職員状況調

査」もとりまとめました。  

本特集では、両調査の結果概要を紹介します。 

 

１．「社会福祉協議会活動実態調査 2024」報告の概要 

今回の調査では、ボランティア・市民活動関係の設問を復活させました。 

調査結果では、コロナ禍の影響の下にあった前回調査（2021 年度分）と比較すると、

結果が前々回調査（2018 年度）までの傾向に近づいたものが見受けられます。 

また「災害対応」は、調査ごとに着々取り組みの進展が見られます。 

以下、地域で活動がどのように展開されているかを中心に、前回調査までとの比較

を踏まえつつ結果の一部を抜粋して報告します。なお、相談事業や団体組織支援・連

携などに係る調査結果の詳細は、以下のホームページから閲覧できます。 

地域福祉・ボランティア情報ネットワーク「調査研究・指針等（社協活動推進）」 

（全社協 地域福祉部ホームページ） 

 

【今回調査の実施概況】 

調査対象…1,798 社協（2025 年 4 月 1 日現在） 

調査時点…主に 2025 年 3 月 31 日現在、および 2024 年度実績 

回答数・率…1,648 社協、91.7％（前回調査：1,817 社協中 1,641 社協、90.3％） 

①地域福祉コーディネーターやコミュニティソーシャルワーカーの配置 

両専門職は、制度の狭間を含む地域生活課題に対応し、個別支援と地域支援の

両面から、住民・関係機関・社会資源をつなぎ、地域に必要な仕組みや社会資源の

開発を通じて、地域福祉の推進を担っています。 

これらのワーカーについて、65.0％の 1,071 社協が配置しています（前回調査：

62.0％、1,018 社協）。なかでも「専任で配置している」とした社協は、前回調査では減

少していましたが今回調査では一転増加し、15.7％の 259 社協（前回：11.8％、193 社

協）となりました。 

また、設定されている場合の担当地域の範囲について、「支部・支所、地域包括支

援センターの圏域」とする社協が減少する一方で、より狭い範囲としている社協の数 ・  

割合が増加しています。 

https://www.zcwvc.net/member/research/res_promotion/
https://www.zcwvc.net/member/research/res_promotion/
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（図表１）配置の有無 

 

（図表２）担当地域の範囲  （担当地域を設定している…507 社協／配置社協の 47.3％） 

 2024 年度 社協数（％） 2021 年度 社協数（％） 

支部・支所、地域包括支援

センターの圏域 
150（29.6％） 166（33.8％） 

(おおむね)中学校区 144（28.4％） 124（25.3％） 

(おおむね)小学校区 120（23.7％） 102（20.8％） 

(おおむね)町内会・自治会 38 （7.5％） 33 （6.7％） 

その他 55（10.8％） 66（13.4％） 

全 体 507（100％） 491（100％） 

 

 

②小地域福祉活動（ふれあい・いきいきサロン） 

市区町村社協が把握（実施、支援等）している「ふれあい・いきいきサロン」（交流や

居場所づくりの活動）のか所総数は、前回調査比 4,839 増の 9 万 2,572 か所になりま

した。 

前回調査では、回答社協に対するサロン実施社協の割合や実施社協平均のか所

数等が減少に転じていましたが、今回の調査結果では増加傾向に復活しました。 

回答社協に対するサロン実施社協の割合 90.7％（前回比 1.2 ポイント増） 

実施社協平均のサロンか所数 62.0 か所（同比 2.2 か所増） 

「平均して週１回以上開催しているサロン」がある社協 640 社協（同比 109 社協増） 

（図表３）ふれあい・いきいきサロンのか所数＜経年比較＞ 
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③小地域福祉活動（見守り支援活動） 

近隣住民やボランティア等による、日常生活圏域での一定の継続性、組織性をもっ

た見守りや支援活動があるとした社協は回答社協の 58.4％にあたる 962 社協（前回

60.5％、992 社協）でした。 

そのうち、対象世帯数について回答があった社協（758 社協）における活動をみると、

その平均世帯数は 3,624 世帯と前回平均の 4,823 世帯から大きく減少した一方で、

前々回（2018年度）平均の 2,979世帯よりは多い状況にあります。ほとんどの地域にお

ける平均世帯数が前回から減少するなか、「区（指定都市の区）」においては前回から

2 倍以上の増加となりました。 

（図表４）見守り対象世帯の総数 

 総世帯数 平均世帯数 総世帯数回答社協 

2024 年度 2,746,902 3,624 758 

2021 年度 3,819,765 4,823 792 

2018 年度 2,094,063 2,979 703 

 

 

 

２．「市区町村社協職員状況調査」結果の概要 

本調査では、毎年の事業別の職員数や正規・非正規職員の割合、離職状況等を

集計・分析しています。 

【今回調査の実施概況】 

調査対象…1,798 社協 

調査時点…2026 年 1 月 1 日現在 

回答数・率…1,677 社協、93.3％ 

 

本年 1 月 1 日現在の市区町村社協職員の合計は、11 万 4,328 人、このうち正規職

員（4 万 1,056 人）の 21.3％は複数の業務を兼務しています。  

1 社協あたりの平均職員人数は 68.2 人であり、各部門の職員の割合では「介護保

険サービス担当職員」が 35.6％と最も割合が高く、次いで、介護保険、障害福祉サー

ビス以外の在宅サービス事業の担当職員（16.7％）となっています。  
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（図表５）市区町村社協職員設置状況の内訳 

 

 

（図表６）１社協あたりの平均職員人数（1,677 社協） 
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前記のとおり、市区町村社協の職員数の合計は 11 万 4,328 人、1 社協あたり 68.2

人です。そのうち正規職員は 24.5 人（35.9％）であり、43.7 人（64.1％）が非正規職員

です。さらに非正規職員中、非常勤職員が 28.5人にのぼります（平均職員数の 4割以

上が非正規かつ非常勤）。  

また、市区町村社協職員の多くを占めているのは、介護保険サービス担当職員、在

宅サービス担当職員をはじめとする現業部門の職員であり、その多くが非正規職員と

なっています。 

図表７のとおり、市区町村社協職員の総人数（推定値）は 2018（平成 30）年度の 14

万 3,114 人をピークに減少傾向にあります。このうち、一般事業職員（注１）の人数は近

年は横ばい状態にある一方、とくに経営事業職員（注２）は 2018 年度以降、減少傾向

が続いています。 

（注１）図表 5・６の 2～5 に該当 

（注 2）図表 5・６の 6～10 に該当 

 

（図表７）市区町村社協職員設置状況＜年次推移＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地域福祉部 TEL.03-3581-4655】 
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 令和８年度 地域福祉推進委員会 総会・委員セミナー 
 

全社協 地域福祉推進委員会（委員長：越智 和子 琴平町社会福祉協議会会長）

は 5 月 29 日、令和 8 年度 第 1 回総会を開催しました。 

冒頭、越智委員長は、同委員会活動への支援と協力に対する謝意を述べました。

また、現在審議中の改正社会福祉法案や令和 9 年度介護報酬の改定に向けた検討

状況に触れつつ、地域共生社会を進めるにあたり、全国の社協ネットワーク、協議体を

活かして課題解決に取り組むために、引き続き委員会事業への協力を要請しました。 

厚生労働省 社会・援護局 野﨑 伸一 地域福祉課長からは、改正社会福祉法案

に対する衆議院の附帯決議が紹介されるとともに、重層的支援体制整備事業や新た

な第二種社会福祉事業をめぐる施行に向けた対応として、その体制確保や社協の実

情を踏まえた準備等について説明がありました。 

「新たな事業を進めるにあたって、社協については事業の実施主体としての側面だ

けではなく、地域の事業者、取り組みとの連携や市町村との関係づくりを進める協議

会としての役割が非常に大きいと考えている。社協の協力が不可欠であり、一緒に進

めていきたい。施行に向けては現場で疑義が生じないよう、全社協とも調整しながらガ

イドライン策定にあたり、社協への支援にも取り組んでいきたい」、「地域福祉の推進を

図るためには、地域の関係者の連携、協働が不可欠であり、その支援体制を構築して

いくことも重要。そのためにも、各都道府県、市区町村社協に、各地域で活躍いただく

ことが重要。これからも社協とのコミュニケーションを続け、継続的な信頼関係を作って

いきたい」との発言もありました。 

審議では、令和 7 年度事業報告および決算、監事の補充選任が承認されました。

その後、市区町村社協の経営強化検討委員会、市区町村社協介護サービス経営検

討委員会、今後の権利擁護支援体制のあり方検討委員会の各委員長から、令和 7 年

度の検討状況と令和 8 年度の取り組み方針などが報告されました。 

出席委員からは各市区町村社協の状況と課題についての把握状況に対する確認

があり、今後の事業実施にあたって、現在の状況を調査等により把握したうえで各課

題への対応を進めることを確認しました。 

総会後に開催した委員セミナーでは、同志社大学 社会学部 永田 祐 教授による

「地域における総合的な権利擁護支援体制の構築における社協の役割」と題した講

演が行われました。永田教授からは、現在国会で審議されている改正民法案による成

年後見制度の見直しと改正社会福祉法案による新たな事業の創設について、その背

景・目的や具体的な内容と懸念される点について解説がありました。また、権利擁護

支援における互助の取り組みの重要性など、地域福祉の視点の重要性が指摘されま

した。  

【地域福祉部 TEL.03-3581-4655】 
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 「市区町村社協経営指針」第 3次改定版 
 

全社協 地域福祉推進委員会では、2026（令和 8）年 3 月に「市区町村社協経営指

針」（以下、経営指針）の改定を行いました。 

経営指針は 2003（平成 15）年に、社会福祉法や介護保険法の施行など当時の社

会福祉をめぐる諸制度が大きく変化するなかで、これからの市区町村社会福祉協議

会（以下、市区町村社協）の理念、事業体制および事業内容、組織など経営の基本的

な考え方を全社協 地域福祉推進委員会としてまとめたものです。これまで市区町村

社協が取り組んできた経験と実績を踏まえながら、時代の変化に合わせ、将来を見据

えた目標を定め、具体的な戦略をもって経営に取り組むための方向性を示していま

す。 

今般の改定は、第 2 次改定（2020 年 7 月）以降の動向を反映し、新型コロナウイル

ス感染症への対応、地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制の整備に関する

制度動向、「全社協福祉ビジョン 2025」（令和 7 年 5 月）、「社会福祉協議会基本要項

2025」（令和 7 年 3 月）をはじめとする、全社協や地域福祉推進委員会の各種方針等

の策定や改定内容を踏まえたものとしています。 

経営指針（3 次改定版）は、次のホームページに掲載しています。 

地域福祉・ボランティア情報ネットワーク「基本要項・経営指針（調査研究・指針等）」 

（全社協 地域福祉部ホームページ） 

 

【地域福祉部 TEL.03-3581-4655】 

  

https://www.zcwvc.net/member/research/res_guideline/
https://www.zcwvc.net/member/research/res_guideline/
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↑画像をクリックすると 

試し読みできます。 

↑画像をクリックすると 

試し読みできます。 

 

全社協の出版情報 

出版部で発行した月刊誌最新号の特集をご案内します。 

<月刊誌> 
●『月刊福祉』 7月号  
特集︓多文化共生のこの先 
日本の在留外国人の数は 2025 年末で過去最多を更新しました。

その国籍、世代等の背景は多様であり、それに伴い、地域生活に

おけるニーズや直面する課題も多様化しています。また、介護現

場では外国人が中核人材となる事例も見られます。 

本特集では、外国人等の地域での暮らしを支える団体の実践や、

外国人職員を受け入れている社会福祉法人での取り組みを通じて、

地域で安定して暮らし活躍するために必要な支援を知り、多文化

共生による新たな可能性を探ります。 

【論文】「日本で生活する外国人の状況と多文化共生の可能性」 

   田村 太郎（一般財団法人ダイバーシティ研究所 代表理事） 

【レポート】計 6 本 

（6 月 8 日発売 定価 1,330 円－税込－） 

 

 

 

 

●『保育の友』 7月号 
特集︓すれ違いを防ぐコミュニケーション 

職員間の連携や保護者とのやりとりに重要なコミュニケーション。

日々むずかしさを感じている職員も多いのではないでしょうか。 

本特集では、コミュニケーションのとらえ方をあらためて確認し、

また各園の工夫から保育現場で生かせるヒントを考えます。 

（6 月 8 日発売 定価 830 円－税込－） 

 

 

 

 

 

＜レポート送付先＞ 
本レポートは、報道関係者、都道府県・指定都市社協、種別協議会等協議員、

政策委員会委員、本会理事・評議員の方がたにお送りしています。 
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図書・雑誌 詳細については、出版部ホームページを
ご覧ください。 

https://www.fukushinohon.gr.jp/book/b10170371.html
https://www.fukushinohon.gr.jp/book/b10170368.html
https://www.fukushinohon.gr.jp/
https://www.fukushinohon.gr.jp/

